
必須書類 
❶❷❸❹

必須書類 
❶❷❸

必須書類 
❶❷❸❹

必須書類 
❶❷❸❹

必須書類 
❶❷❸❹

必須書類 
❶❷❸❹

市区町村役所
●3か月以内に発行されたもの
※内縁関係の場合は被保険者（あなた）と対象者双方の戸籍謄本をご提出ください戸籍謄本[原本]17

銀行等

●直近3か月分の生活援助を証明できるもの
●誰から誰へ（いつ・いくら）支払ったかが確認できるもの

●振込通知書[コピー ]、通帳の振込人・振込先の記載面[コピー ]、現金書留の控え、
水道光熱費の領収書等
※インターネットで振込みをしている場合は振込日、振込人、振込先および振込金額が
　わかる画面のプリントをご提出ください

送金証明書[コピー ]

＜証明となる書類＞
16

健康保険被扶養者（異動）届
総務課

●必要事項を記入し、押印のうえ提出
※配偶者の方は3枚目に付いている「国民年金第3号被保険者にかかる届書」も提出❶

●10
手当を受給の場合

●11

給与・年金以外の
収入がある場合

いいえいいえ

いいえいいえ

はいはいはいはい

はいはい

被保険者（あなた）から見て、健保の被扶養者にしたい対象者の続柄は下記のうちどれに当てはまりますか？
パターンを確認したうえで、必要書類について右のページの必要書類に□チェックを記入してください。

配偶者
（夫・妻） 子

16歳未満または学生ですか？（夜間・通信制の方は「いいえ」へ）現時点で収入はありますか？ 現時点で収入はありますか？

現時点で収入はありますか？

その他
（父・母・祖父母等）

パターン

A

●❺

パターン

B
パターン

D
パターン

C
パターン

E
パターン

F
パターン

G

いいえいいえはいはい いいえいいえ

+ + + + + + +
給与収入が
ある場合

●❾

年金収入が
ある場合

❶❷❸❹＋❾19

必須書類 
❶❷❸❹

●14
障害者の場合

収入に関する書類

別居送金に関する書類 優先扶養に関する書類

障害者に関する書類

手当を受給の場合

給与収入が
ある場合

年金収入が
ある場合

●14
障害者の場合

内縁関係の場合

13

自営業を
廃業した場合

障害者の場合

❻❽
退職した場合

12
高校生以上の場合

12●14
障害者の場合

●15

障害者で
施設入所の場合

●17

実子以外の場合
（子が20歳未満）

●18

被保険者に
他健保加入の
配偶者がいる場合

●15

障害者で
施設入所の場合

●16

被保険者と
別居中の場合

●15

障害者で
施設入所の場合

●16

被保険者と
別居中の場合

●17
内縁関係の場合

●17

実子以外の場合
（子が20歳未満）

手当を受給の場合

給与収入が
ある場合

年金収入が
ある場合

●14
障害者の場合

●15

障害者で
施設入所の場合

●16

被保険者と
別居中の場合

●19

他健保加入の
同居成人家族が
いる場合

●15

障害者で
施設入所の場合

●16

被保険者と
別居中の場合

●17

実子以外の場合
（子が20歳未満）

●17

●14

13

自営業を
廃業した場合

障害者の場合

❻❽
退職した場合

●14

13

自営業を
廃業した場合

障害者の場合

❻❽
退職した場合

●14●10

●❺

●❾

●10

●❺

●❾

健康保険  被扶養者状況届

住民票[原本]

給与支払（見込）証明書[原本]

年金額振込通知書[コピー ]
または
年金額改定通知書[コピー ]

雇用保険受給資格者証[コピー ]
または
保険給付決定通知書

在学証明書[原本]
または
学生証[コピー ]

●直近に発行された年金額のお知らせハガキ
※厚生年金（老齢・障害・遺族）、国民年金（老齢・障害・遺族）、共済年金、企業年金、私的
　年金等受給しているすべてのものをご提出ください
※金額・受給者氏名の記載があるすべての面のコピーが必要です
※年金額振込（改定）通知書を紛失した方は、発行元（日本年金機構等）で再発行後、ご提出ください

市区町村役所

勤務先

勤務先

勤務先
または

お手元の控え

総務課

発行元

年金事務所

就学先

税務署

市区町村役所

市区町村役所

市区町村役所

入所施設

ハローワーク
または

お手元の控え

●被扶養者として申請する理由、家族構成、
   現在の収入等を記入して提出
※子を扶養に入れる場合は、裏面の夫婦共同扶養確認も記入してください。

●世帯全員が記載されている住民票（世帯主・続柄が記載されているもの）
※個人番号（マイナンバー）が  記載されていないもの

●前年分（1月～12月）の収入が記載されている証明書
※退職されている方は退職日が記載されているもの

●氏名・発行日・有効期限・発行元等、発行日時点で在学を証明できる書類
※学生証の場合は両面のコピーをご提出ください

●前年の収入金額が記載されている証明書
　〔所得証明書・課税（非課税）証明書等、名称は市区町村で異なります〕
※無職・無収入の方にも発行される書類になりますので、必ずご提出ください
※前年の収入金額が記載されている所得証明書が取れない方のみ❼でも受け付けます

●前年の収入金額が記載されている証明書
　〔所得証明書・課税（非課税）証明書等、名称は市区町村で異なります〕
※無職・無収入の方にも発行される書類になりますので、必ずご提出ください

●必要事項を勤務先に記入してもらい提出

●全ページ分のコピー

雇用保険に関する確認書[原本] ●必要事項を記入して提出

●事業を廃業した日が確認できる書類

●氏名・申請日（有効期限）・手帳の名称・障害等級が確認できるページ

●氏名・発行日・施設の所在地が確認できる書類

退職証明書[原本]

源泉徴収票[コピー ]

●必要事項を勤務先に記入してもらい提出

その他添付書類

廃業届[コピー ]

障害者手帳[コピー ]

障害者施設入所証明書[原本]

被保険者（あなた）の配偶者の
所得証明書[原本]

同一世帯に同居している成人の
所得証明書[原本]

※❶❷❺❻❽の【健康保険組合指定の書式】は、総務課にあります。

●「雇用保険に関する確認書」に記載された内容によって、必要な添付書類が
異なるので、確認して提出

提出書類
必要書類
に

チェック□
注意事項 取得先

❷

❸

❺

❾

10

11

12

13
14
15

18

19

❻

❼

❽

所得証明書[原本]
※パターンCの方は不要

●前年の収入金額が記載されている証明書
〔所得証明書・課税（非課税）証明書等、名称は市区町村で異なります〕
※無職・無収入の方にも発行される書類になりますので、必ずご提出ください
※前年の収入金額が記載されている所得証明書が取れない方のみ❼でも受け付けます

市区町村役所❹

確定申告書[コピー ]・収支内訳書[コピー ]
または
青色申告決算書[コピー ]

税務署
●給与・年金以外の収入がある方は提出
※税務署印のあるお手元の「確定申告書」・「収支内訳書」または「青色申告決算書」を
　ご提出ください

●11

給与・年金以外の
収入がある場合

●11

給与・年金以外の
収入がある場合

●17

被保険者に
配偶者がいない場合
（子が20歳未満）

●17

被保険者に
配偶者がいない場合
（子が20歳未満）

●18

被保険者に
他健保加入の
配偶者がいる場合

●17

被保険者に
配偶者がいない場合
（子が20歳未満）

●18

被保険者に
他健保加入の
配偶者がいる場合

●19

他健保加入の
同居成人家族が
いる場合

【健康保険組合指定の書式】

【健康保険組合指定の書式】

【健康保険組合指定の書式】

【健康保険組合指定の書式】

【健康保険組合指定の書式】

1～3枚目:異動届
4枚目:状況届

❶❷❸❹＋❺ ❶❷❸＋1218

提 出 書 類 に つ い て必要書類チャートシート

1 2

Q4

認定条件、手続き方法をご確認いただき、必要書類を揃えてご提出ください。

❷
❶ P1「必要書類チャートシート」をご覧いただき、被扶養者にしたい対象者がどのパターンに当てはまるか、ご確認ください。

提出する書類一式を総務課担当者へご提出ください。
⇒健康保険組合で書類をもとに加入審査をさせていただきます。被扶養者として認められる方へ保険証を交付いたします。
※提出書類につきましては返却いたしませんので、ご了承ください。

パターンが決定したら、P2「提出書類について」の必要書類に□チェックを入れ、必要書類をご準備ください。

❸

被保険者本人から見て３親等内であること ※同一世帯が要件とされる親族があります

主として被保険者の収入で生計（生活）を維持していること

認定条件を確認された方は、下記①～③へお進みください

日本国内に住所（住民票）があること

厚生労働省の通達により以下 ２つの条件 を満たしていること

被扶養者の日常生活において発生する生活費を被保険者が主に負担していることが必要です。

60歳未満 の場合

60歳以上 の場合

障がい者※の場合

130 万円未満
180 万円未満
180 万円未満

年間収入被扶養者の年齢など

金額

…  生計維持のみが要件となる人

① … １親等　② … ２親等　③ … ３親等

…  生計維持＋同一世帯が要件となる人
　  上記以外の3親等内の親族
　  ※ 配偶者は内縁の方を含みます。 

祖父母

曾祖父母
③

②

父・母
①

孫
②

配偶者 本 人

父・母

祖父母

曾祖父母

②

①
伯父・伯母
叔父・叔母
③

伯父・伯母
叔父・叔母
③

③

兄弟・姉妹

甥・姪
③

②

甥・姪
③

配偶者
③

曾孫
③

①

配偶者
②

配偶者

③
配偶者

子
①

孫
②

曾孫
③

子
①

兄弟・姉妹
②

配偶者

配偶者

②

③

①配偶者（内縁でもよい）
②子、孫
③兄弟姉妹
④父母などの直系尊属

同居でも別居でもよい人

同居が条件の人

①上記以外の３親等内の親族

②内縁の配偶者の父母および子

被保険者との世帯関係・収入条件 1 条件 2

被扶養者の年収が被保険者の
年収の1/2未満であること。

被保険者からの送金額が被扶養者の
年間収入以上であること。
※最低送金額3万円/月

被保険者と被扶養者が
同居  の場合

被保険者と被扶養者が
別居  の場合

国外に居住していても、留学や海外赴任の帯同は例外として国内に生活の基礎があると認められます。

被扶養者の範囲

収 入

生 計

国 内 居 住

※障がい者とはおおむね障害年金を受けられる程度の障がいを
　有する方です。

※同別居について
　被保険者世帯と被扶養者世帯の住所が同一であれば、世帯が別でも同居とみなす
　場合があります。（世帯分離）

※年間収入とは（収入の範囲）
年間収入は、給与収入・各種年金収入・恩給収入・雇用保険
給付金・不動産収入・利子収入・配当金収入・雑収入・内職、
業務請負・その他継続性のある収入等すべての収入が対象です。

雇用保険（失業給付）を受給予定ですが、受給が始まっても被扶養者として加入したままでいいですか？

Q1

A1

Q3

A3

支給額が日額3,612円以上（60歳以上の方は5,000円以上）の場合、受給期間中は扶養から
外れる手続きが必要です。
支給額が日額3,612円未満（60歳以上の方は5,000円未満）の場合、お手続きは不要です。

両親のうち母だけを被扶養者として加入させることはできますか？

別居している親も被扶養者となれますか？

Q2

A2

自営業収入がありますが、被扶養者になれますか？

自営業の方については、経済的に自立をしており、自己の責任と権限のもと、収入を得ること
を選択したと考える為、ご自身で国民健康保険に加入してください。

A4

Q5

共働きをしていますが、子を自分の被扶養者として加入させることはできますか？

夫婦ともに収入があり、子を共同で扶養している場合は、被扶養者の人数に関わらず、年間
収入の多い方の被扶養者となります。「健康保険 被扶養者状況届」の裏面にて詳細を確認
してください。（夫婦共同扶養）

A5

被扶養者になるための認定条件

手続き方法

扶養したい家族に配偶者や18歳以上の子がいる場合は、収入および扶養能力などを総合的
に判断し、加入できるかを判断します。（優先扶養義務）

毎月、申請する家族の収入以上かつ3万円以上の生活援助をしているかなど、主たる生計維持
が行われているかを確認し、判断します。

フジパングループ健康保険組合

被扶養者加入手続きについて

Q & A

3


